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人口が減ってもにぎやかな町・美波町をつくるために、
日々頑張る人や団体、取り組みなどの情報をお待ちしています！
▶役場政策推進課（77-3616）もしくは ▶QR コードの応募フォームからご連絡ください。

美波町役場の若手職員らが各地域へ訪問中！！
町行政の今後を担う中堅ならびに若手職員が各町内会の公民館や
集会所に訪問し、町民の皆様の声を集めています。コロナ禍である
ことも考慮し、訪問時には各町内会とも10 名弱の参加者での実施。
「若者が快適に仕事ができる町にしたい」「他町から来た人も受け入
れて楽しく暮らしたい」「昔のように子どもがたくさんいる町にした
い」など町民の皆様から様々な生の声をいただきました。町をより
良くできるようご意見を町民憲章に反映していきます。

にぎやかそ町民憲章を制定するため

＠伊座利町内会

＠本町町内会

「にぎやかそ町民憲章」とは、町民一人ひとりがまちづくりに関わっ
ていくための行動規範や共通の目標を定め、それを具体的な言葉と
して表したものです。人口減少は避けることが困難であるものの、
人が集い活気があふれ住んでよかったと実感できる持続可能なま
ちを目指し、行政だけでなく町民の皆様も一体となって次世代に
繋ぐ町の将来の道標となるような、約束や願いが込められた町民
憲章を策定できればと考えています。内容については、役場職員
が実際に町内会を訪問して町民の皆様から集めたご意見と、広報
みなみ等でご応募いただいたご意見を考慮した上で決定します。

にぎやかそ町民憲章を創ります！


